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里
親
制
度
は
、
家
庭
で
の
養

育
が
困
難
に
な
っ
た
子
ど
も

（
要
保
護
児
童
）
に
、
愛
情
と

理
解
を
持
っ
た
家
庭
で
養
育
を

提
供
す
る
制
度
で
す
。

●
養
育
里
親　

保
護
者
の
引
き

取
り
や
自
立
ま
た
は
18
歳
（
場

合
に
よ
っ
て
は
20
歳
）
に
な
る

ま
で
養
育
す
る
里
親
で
す
。
県

の
研
修
が
必
要
で
す
。

●
専
門
里
親　

虐
待
を
受
け
た

子
ど
も
や
非
行
な
ど
の
問
題
、

障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
を
２
年

間
（
原
則
）
養
育
す
る
里
親
で

す
。
３
年
以
上
の
養
育
里
親
経

験
と
研
修
が
必
要
で
す
。

●
養
子
縁
組
希
望
里
親　

養
子

縁
組
を
前
提
と
し
て
、
家
庭
で

暮
ら
す
こ
と
の
で
き
な
い
子
ど

も
を
養
育
す
る
里
親
で
す
。
養

子
縁
組
成
立
に
よ
り
里
親
委
託

は
終
了
し
ま
す
。

●
親
族
里
親　

子
ど
も
の
両
親

な
ど
が
、
死
亡
、
行
方
不
明
、

拘
禁
、
疾
病
に
よ
る
入
院
な
ど

で
養
育
が
困
難
と
な
っ
た
と

き
、
要
保
護
児
童
の
扶
養
義
務

者
と
そ
の
配
偶
者
で
あ
る
３
親

等
以
内
の
親
族
が
里
親
と
し
て

養
育
を
行
い
ま
す
。
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人が輝き 活力あふれる 日本の宝島“天草”

子
育
て

里
親
に
な
り
ま
せ
ん
か
？
〜
皆
さ
ん
を

待
っ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
が
い
ま
す
〜

□問本庁・納税課／各支所

平成29年度納税袋を配布します
　納税袋は、納税組合に加入している世
帯にのみ配布します。納税組合に加入し
ていない世帯で納税袋が必要な人は、本
庁・各支所で配布します。

□問本庁・市民課

■時間延長　３月27日㊊～４月７日㊎（土･日曜日を除く）午後７時まで 
　　　　　　※３月31日㊎は、システム処理作業のため午後５時15分までとなります。
■休日開庁　３月26日㊐、４月１日㊏、同２日㊐の午前８時30分から午後５時15分まで
※各支所は通常業務（平日：午前８時30分～午後５時15分）となります。
■業務内容　異動届けの受け付けや各種証明書の発行
　　　　　　（関係機関へ照会が必要な年金などの手続きは行えません）
□引っ越しの手続きに必要なもの　●印かん●国民健康保険被保険者証●後期高齢者医療被
保険者証●介護保険被保険者証●子ども医療費受給者証●マイナンバーカードまたは通知
カード●住民基本台帳カード●身分証明書（※運転免許証・パスポートなど）●印鑑登録証
●身体障害者手帳
※保険証などは交付を受けているものを持参。
※市役所本庁では、窓口や待ち合い所がせまくなりご不便をおかけしています。
　住所に関係なく各支所でも手続きができます。

転出・転入手続き対応 本庁窓口を時間延長・休日開庁


